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負傷原因届
負傷（ケガ）により各種給付の申請をするときは、添付書類として「負傷原因届」も提出します。疾病・負傷

（ケガ）が第三者の行為によるものである場合は、併せて「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
※仕事中（業務災害）や通勤途中の事故が原因の場合は除きます。

       記載例

⃝負傷（ケガ）により、次の支給申請をするときに「負傷原因届」が必要です
○移送費　○海外療養費
※ ただし、上記以外の申請であっても、法人の役員が業務中（通勤途中）に負傷し、健康保険からの給付が行われる場合は、添付が必要となる

場合がありますので、詳細は協会けんぽ都道府県支部へご相談ください。

チェックリスト

負傷原因が、第三者によ
るものの場合、「第三者
行為による傷病届」（P.7
参照）も提出が必要にな
ります。詳しくは協会け
んぽ都道府県支部にお問
い合わせください。

負傷したときの状況をな
るべく詳しく（具体的に）
ご記入ください。

業務（通勤）災害に該当
するかどうかは、労働基
準監督署が認定します
ので、詳しくは労働基準
監督署にお問い合わせ
ください。
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自宅で掃除機をかけていた際、転んで胸を机の角に
ぶつけてしまった。
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記号・番号は、保険証
に記載されています。
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